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家賃滞納を繰り返す借主さんは退去してもらうべ
きか ? 手間はかかっても入居し続けてもらった方
が得か ? 判断に迷うときがあります。賃貸経営の
２大リスクといえば、空室と滞納です。「いまは保
証会社があるから滞納の心配は無くなった」とお
考えの方もいると思います。確かに保証会社は滞
納金を立て替えてくれる頼もしい存在であります
が、永久に立て替えてくれるものでは無く、3 ヶ
月くらい滞納金が回収できない状態になると、任
意の明け渡し交渉を進めるか、訴訟等の法的手続
で明け渡しさせるように行動します。任意の回収
が見込めない滞納者の賃料を保証しながら賃貸借
契約を永久に続けさせてくれる保証会社は無いの
が現実です。
今年の 2 月のある日、私の担当物件の借主 A 氏

（40 代男性）より電話がありました。「保証会社か
ら払える見込みが無いなら立ち退けと言われたの
で引越すけど、部屋にゴミを残していいか？」と
いう内容です。「ゴミを残したら撤去費用を請求す
ることになります」と説明したあとに保証会社に
状況確認したところ、「何度も代位弁済（立替え）
している状態にプラスして本人の態度も悪いので、
このまま賃貸借契約を継続するのはリスクですか
ら、この機会に追い出すべきです」との回答でした。
管理会社やオーナー様から見ると、立て替えによっ
て賃料は入っているので退去は避けたい、とも思
うのですが・・・
この段階でオーナー様に報告して考えを確認しま
したが、「保証会社がしっかり督促すれば良いので
は・・」でも、「繁忙期なので不良借主を出して正
常化したい」と葛藤していました。悩んだ末に「ク
マさんに判断を任せます」と言われてしまいまし
た。そこで、保証会社が言うように A 氏が態度の
悪い人物なのか、会って確認することにしました。
残置ゴミの内容や量を確認するために A 氏宅を訪
問したところ、なんと部屋は「汚部屋」状態でした。
救われたのは、すべてゴミ袋にゴミが入れてある

状態だったことです。撤去業者に委託すれば 5 万
円程度の費用で回収してもらえるでしょう。A 氏
は「あんたの会社がうるさく注意するからゴミ置
場に捨てられなかった」と横柄に理屈を展開して、
聞いていた通りの反抗的な態度を示していました
ので、保証会社の主張に同意して退去を促すこと
にしました。問題は、A 氏が利用している保証契
約は、原状回復費用を保証してくれない条件であっ
たことです。A 氏にお金が無いとしたら撤去業者
さんは片付けてくれませんので、そのままの引越
しを許可することは出来ません。結局、オーナー
様に「たとえ撤去代 5 万円を立て替えてでも退去
させた方が良いです」と提案して引き渡しを受け
る事にしました。一応、夏のボーナスで 5 万円を
返すと念書を書いてもらいましたが、元々ルーズ
なので簡単には回収できないでしょう。そして、
繁忙期の入替え時期に間に合うようリフォームを
完了させ、新しい入居者さんを迎えることが出来
ましたので、今回の決断は「正解」ということに
なりました。
　オーナー様には「5 万円を立て替える」という
リスクを負っていただきましたが、あの時に「自
力でゴミを処分しなければ認めません」と明け渡
しを認めなかったとしたら、今頃はゴミが天井ま
で届いていたかも知れません。ルーズな滞納者は
生活ルールが守れない事も多いので、他の入居者
さんに迷惑をかけ
る こ と が あ り ま
す。「家賃さえ入っ
てくるなら多少の
事 に は 目 を つ ぶ
る」と言う考えに
はリスクがありま
すので、「正常化」
を目指して退去さ
せることが正解な
のだと思います。
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はじめの一歩
満室のときこそ空室対策を

空室対策

空いた部屋が数ヶ月も決まらない時に、「家賃を下
げる」「新しく設備を追加する」「フリーレントに
する」などの追加対策をとることが多いと思いま
す。それで やっと入居が決まったとしても、この
時点で数ヶ月の時間をロスしていることになりま
す。部屋が空いたと同時に「早く埋めるために “や
るべきこと”」が決まっていたら、この時間ロスは
防げたかもしれません。まだ入居中の段階なら時
間に余裕もあるので、冷静に「良いアイディア」
を選択することもできるでしょう。では、そのア
イディアは「どこから得ればよいか？」というと、
そのヒントは「そこで暮らしている人」から聞く
ことができます。
数年にわたり暮らしている入居者さんに、「有った
ら便利と思う設備は？」「不便を感じているところ
は？」のような質問をすると、返ってくる答えに「こ
の部屋に何を足せば良いか」を決めるためのヒン
トが多く含まれています。この賃貸物件のことを
一番に知っているのは、設計士や建築会社やオー
ナー様や管理会社ではなく、ここで暮らす入居者
さんだからです。いま暮らしている人の要望は、
これからこの物件で暮らすことを検討する人の要
望と同じはずですので、「彼ら」の意見に耳を傾け
ることに意味があります。
ある物件でのことです。築 20 年を超える 2DK で、
エアコンが付いているのは一部屋だけ、温水洗浄
便座は付いていない物件がありました。5 年暮ら
した入居者さんが退去するときに、たまたま雑談
の中で、「コンセントが少なくて不便だった」「洋
間にエアコンを付けたかったのにダクトと専用コ
ンセントがなくて諦めた」「ウェシュレット（温水
洗浄便座）を付けたかったがトイレにコンセント
がなかった」という話が出ました。決してクレー
ムということではなく、「あったら良かったのに」
という程度の会話です。気になったので、他の入
居者さんにも聞いてみると同様の意見を聞くこと
ができました。コンセントの新設は電気工事なの
で、通常の原状回復工事とは異なる職人さんが入

る必要があります。そこで、あらかじめ業者から
見積もりを取っておいて、次の退去の際は原状回
復と一緒にコンセント増設工事することを決める
ことができました。工事費用も大した額ではあり
ませんし、これで時間のロスなく、効果ある募集
活動に入ることができます。インターネットにも
増設したコンセントの写真を載せてアピールする
ことで、いま「コンセントが少なくて不便」と感
じている人には、「コンセントが豊富」というキャッ
チが目に留まることでしょう。こんな小さな事で
も、インターネットに公開されている多くのライ
バル物件の中で、目立たせることができます。
この入居者さんが感じている「ちょっとした要望」
は、高額の工事費用をかける必要はありません。
たとえば「下駄箱が小さくて靴が収まり切れない」

「玄関にコートが掛けられたら便利」「室内に洗濯
物を干したい」「キッチン周りに食材や調理器具を
収納できるスペースがあると便利」など、どれも
原状回復工事と一緒に行えばコストも下がり、工
事期間も短くなります。前もって見積もりを取っ
ておけば、退去と同時に工事できますし、物件の
アピールポイントも増えます。インターネットに
よる募集では、このアピールポイントが重要です
から、もし思いつかないなら、このような工事に
よってアピールポイントを創り出す必要がありま
す。それは空室になったときではなく「入居中」
に準備しておくことで、空室時間のロスを防ぐこ
とができます。

長い税理士稼業の相続税申告で、税務署調査に立ち
会うことは何度もありますが、その中で「金庫」と
いうキーワードで記憶に残っている事例をお話しし
ましょう。
ある日、私（税理士）宛てに税務調査の通知がありま
した。図にあるご家族の相続税申告の案件です。亡く
なられた（甲）さんはアパート経営をされていて、妻
の（Ａ）さん、二女の（Ｄ）さんと同居していました。
長女の（Ｂ）さんと長男の（Ｃ）さんは結婚して別所
帯でした。家の預金通帳の管理は、ほぼ妻（Ａ）さん
が行っていましたので、他の相続人は預貯金の動きは
全く知りませんでした。私（税理士）は相続税の申告
のために、古い通帳を過去１０年程度も遡ってチェッ
クして、もれなく申告したことには確信を持っていま
した。税務署の通知を受けて、妻（Ａ）さんと調査前
に打ち合わせをしたときに、「何か思い当たることが
あれば、すべてお話しておいてください。」と言った
のですが「別にありません。」というご返事でした。
そして調査の日を迎えました。

あとで分かったことですが、調査官は甲さんの「貸金
庫」を事前調査していました。最近の調査では当日に
必ずと言っていいほど貸金庫のある銀行に同行し、開
扉させた上で中にあったものをすべてデジカメに撮っ
ていきます。中が空だと、カラの状態を撮ります。貸
金庫の存在は、通帳に “貸金庫手数料” と記載がある
のを確認して知っているのです。調査官は調査連絡の
後に貸金庫を開けた事実を告げて、「（Ａ）さん、○月
○日の○時○分に貸金庫を開けていますが、何を出さ
れたのですか？」と質問してきました。（Ａ）さんが

返答に困っていると、「では、（甲）さんが亡くなる
数日前に（甲）さん名義の定期預金を解約されていま
すが（Ａ）さんが手続きをされていますね。覚えはあ
りませんか？」とさらに質問されたところで、（Ａ）
さんは事実を認めることになり、重加算税を課せられ
てしまいました。私（税理士）としては、申告する前
に話してもらっていれば「現金残高」に加えて配偶者
の特典（税額控除）も適用できたはずなので、とても
残念な思いでした。
さらに、（Ａ）さんが使っている手提げ金庫の中を調査官
が調べたところ、２０年ほど前に書かれた２枚の領収
書が出てきました。１枚は長女（Ｂ）さんが書いた
もので、摘要に “生前の財産分与として” とあり金
額は１，５００万円、もう１枚は長女の婿（Ｅ）さんが
書いたもので、摘要に “借入金として” とあり金額
は１，０００万円でした。（Ａ）さんの説明では、いず
れも（Ｂ）さん夫婦の自宅を購入した際に援助をした
とのことでしたが、結果は（Ｂ）さんの１，５００万
円は生前贈与が認められて、時効が成立しているので
お咎め無しでしたが、（Ｅ）さんの１，０００万円は

（甲）さんの貸付債権として、利息無しの扱いで相続
財産に取り入れられました。重課扱いとはされません
でしたが、改めて作成した遺産分割協議書で（Ｂ）さ
んがこの貸付債権を相続することにしました。その代
わり（Ｂ）さんと（Ｅ）さんと夫婦間で金銭消費貸
借契約書の作成を求められました。毎月５万円ずつ
２００回の返済という条件でしたが、その後どうなっ
たかまで私は知る由もありません。2 つの金庫が重要
な証拠となってし
まった調査でした
が、「金庫に余計な
物を入れておかな
い 方 が よ か っ
た・・。」とは妻（Ａ）
さんの後日の言葉
です。
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